
【消費税率の変更に係る請求方法等】

■  消費税率１０％の適用

        ２０１９年１０月から、消費税率は８％ → １０％に変更となりました。

        消費税率１０％が適用されるのは、２０１９年１０月１日以降に実施した抗体検査及び予防接種です。

         ※ 受診票の検査年月日及び予診表の接種年月日が２０１９年１０月１日以降が適用

     



■  市区町村別請求書の記載方法

市区町村別請求書は、それぞれの市区町村ごとに、消費税

率ごとに作成することになっています。抗体検査及び予防接

種の実施日により、それぞれの市区町村ごとに消費税率８％

と１０％に分けて作成してください。

① ９月３０日までに実施した受診票及び予診票

→ 消費税率 ８％

② １０月１日以降に実施した受診票及び予診票

→ 消費税率１０％



■  請求総括書(実績報告書)の記載方法

請求総括書は、同一医療機関

から同一月に１枚のみの請求と

なってます。

８％と１０％の消費税率ごとに分

けずに、合算して記載してくださ

い。

「請求年月欄」は、 国保連合会への提出

月を記載してください。

（例 :１１月１０日に提出→２０１９年１１月

分）

※消費税率１０％変更後の初回請求月

は、２０１９年１１月分となります。



■  請求時の編綴イメージ

■  抗体検査価格表(消費税率１０％)

(消費税率10%)

                                     ※日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日、3日、12月29日 - 31日

5

上記以外の時間に医療機関を受診して行う場合

HI法、LTI法 5,430円 5,973円

6 ＥＩＡ法、ELFA法
CLEIA法、FIA法

6,820円 7,502円

3
月～金曜日午前8時から午後6時までの間、

     または、土曜日午前8時から正午までの間に
医療機関を受診して行う場合(休日※を除く)

HI法、LTI法 4,930円 5,423円

4 ＥＩＡ法、ELFA法
CLEIA法、FIA法

6,320円 6,952円

1

健診等の機会に行う場合

HI法、LTI法 1,290円 1,419円

2 ＥＩＡ法、ELFA法
CLEIA法、FIA法

2,680円 2,948円

税込み価格

抗体検査価格

検査番号 検査の実施機会 検査方法 税抜き価格

抗体検査及び予防接種

の実施日が、９月３０日ま

で（消費税率 ８％ ）の受

診票及び予診票には８％

の市区町村別請求書を、

１０月１日以降（消費税率

１０％）の受診票及び予診

票には、１０％の市区町

村別請求書をそれぞれ添

付し、別々に綴じてくださ

い。



■  予防接種及び予診のみ税込み金額算定方法

クーポン券(予防接種予診券)

券種

請求先

予診費用

自己負担額

発券No

    クーポン券(予防接種券)

券種

請求先

接種費用

自己負担額

発券No

  (氏名)一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十
 
                                                                (国保連提出用)

    1234567890123456799999

       予防接種予診券(予診のみ)              2

                〇〇県〇〇市                  123456   

        0123456789                有効期限2,020年3月         

                 予防接種券                        3

                〇〇県〇〇市                  123456   

        0123456789                有効期限2,020年3月         

  (氏名)一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十
 
                                                                (国保連提出用)

    1234567890123456799999

(税抜)         2,222  円 (自己負担分を除く)

(税抜)            0  円

(税抜)         9,999  円 (自己負担分を除く)

(税抜)            0  円

≪予診費用税込みの計算方法≫

予診費用（税抜）×消費税及び地方消費税率＝

税込み金額 （１件毎に１円未満の端数は切り捨て）

≪市区町村別請求書の記載方法≫

請求金額（税抜）欄 → 予診費用（税抜）× 件数

請求金額（税込）欄 → 税込み金額 × 件数

≪接種費用税込みの計算方法≫

接種費用（税抜）×消費税及び地方消費税率＝

税込み金額 （１件毎に１円未満の端数は切り捨て）

≪市区町村別請求書の記載方法≫

請求金額（税抜）欄 → 接種費用（税抜）× 件数

請求金額（税込）欄 → 税込み金額 × 件数


